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おわ りに

1は じめ に

わが国の原価計算 史を研究 してい くと,原 価計算実務 の普 及に陸海軍(旧 日本帝国陸軍 ・海

軍)が 大 きな影響力 を有 した史実 を看取す ることできる6準 戦時下(昭 和12年 ～16年 頃)お

'よ び戦 時下(昭 和16年 頃
・-20年終 戦時)に おいて,原 価計算 実務 はまず軍需工場 に根 を下 ろ

し輌 やがて÷般民間工場 へ と普及 してい った○ この過程 で陸海軍 が,`原 価計算 実務の普 及に

貢献 したのであ った・ 昭和12年 か ら20年 の間 に,陸 海軍 や政府 によ って原価計算 関係 あ規則;

要綱,準 則(こ れ らを総 称 して原価計算基 準 ω と呼ぶ)が 作 られ,こ れ らが陸海軍 や政府の

強制 力 によって軍 需工場 は もとよ り,次 第に一般民間工 場へ普及 して いらた と考え られてい

る。 っま り,・陸海軍 および政府 は戦時体 制下で軍需 品の安定的調達 ,"物 価統制,物 資統制ρ

側面 か ら軍需工場・つ いには戦争 の激化 に伴 って一般民間工場 まで統 制 しなければな ら
,なぐ

な うたの である。 このため に・実施すべ き統一的 な原価計算手続 きが必要不可欠 とな吻 パ陸



52r経 ・理 知 出－L－

海軍 および政府は標準的な原価計算実施 マニ ュアルを作成 し,こ れ を各 軍需工場お よび一般

民間工場 に対 して強制的に実践 を迫 った。

この史実 はわが国の原価計算 史 を考察 してい く過程で∴大 きな ポィ ジ トの一 つにな ろう。 つ

ま り,こ れは原価 計算理論が一 つの学 問領域 か ら飛 び出 し,実 務 において一般化 した ことを

表わしている垣 でらる・したが弔 筆 ・'パ軍部が醐 計算難 時 弊 貢献しぽ

たその実 施を いか に監督 したかを明 らかにす る必要 がある。 こう し走観点ゐ・ら,本 論 文にお

いては陸軍 の会計制度の歴史 を描いた陸上幕僚監部会計課編r予 算会計 制度史 ▲に基 づい て,

まず 陸軍 の会計組 織 と くに陸軍経理局 の成 り立 ちを明'らかにす る。 なぜな らば,経 理 局監 査

課 は陸軍 の会計組 織の なか で,各 工場 の会計 を指導す る任務に携 わ って いたと言 われてい る

か らであ る。次 いで,陸 軍 が保 有 していた内部監査制 度についてみて い く。 内部監査制度 は
ト び ロ

各工場 におい で生産が能率的 に行 われてい るかを工場 自らに内部 的 にチ ェックさせ る システ

ムであ り,こ れを もとに陸軍 は各工場の指導 を行 ったのであ る。 本研究 は各企業 において 「原

価計算実 務が いかに一般民間工場 に浸透 してい ったか」を明 らか に してい く枠組 みの構築 に

貢献 す ると考 える 働 。

;

ll陸 海 軍 の貢 献

黒沢はかつ て 「日本 会計 発達史序説 」の なか で 「昭和12年 頃 か ら終戦直 後 までは,長 い会

計 の歴史のなかで もとりわけ原価計算への関心 が高揚 した時期 であった」 ③ と結論 された。私

もまた下記 の拙稿 において,「 わが国の原 価計算実務 は陸海軍 の制 定 した要綱,準 則 な どが,

準戦時下 および戦時下 におい て,そ の実施 が軍 や政府 によ って強制 され て各企業へ と普 及 し

てい った」C4)と 結 論 したb

拙稿 「わが国原価計算の普及 に果 た した 日本原価計算協 会の役割」『川 口短大紀要』第2

号 平成 元年1月 。

拙稿 「海軍工廠の原価計算」r経 理知識』第68号"平 成 元年6月 。』

拙稿iF準 戦時下 における原価計算 文献 の展開」『経理知識 』第72号 ・平成5年7月 。

拙 稿 「戦時下 における原価 計算文献 の展開」『川 口短大紀要』第7号'平 成5年12月'。

.いわば,わ が国 における原 価計算実務 の普及形態 は 「上 か らの近 代化」,:であ り,軍 や政府

主導 で行 われた と思 われ る。 と ぐに::陸 海軍の強制力 によって一般民間工場ぺ と普及 じた と

考え るの が妥当 であろ う。 ・ …'…J:1・ 一".

昭 和12年 頃 か ら15年 頃までに,陸 海 軍な どによって公布 された原価計算基準 は,・基 本的 に

わが国原価計算基 準の祖型 であ る。 それ らは実施すべ き原価計 算手続 きのア ヴ トライ ンを示

した ものであ り,t:現行の原価 計算基準(昭 和37年 企業会 計審議会制定)に も明 らか に受 け継

hS,れて い る。,こ・うした原価計算 基準の歴史 は.:次 のよ うに大正14年 まで遡 ることが できる(6)e



一一陸軍経理組織の変遷と内部監査制度・一一53

大正14年 「海軍工作庁工事 費整理規則」海軍艦政本部

昭和8年 「原価計算基本準 則」商工 省財務管理委員会:一'

昭和12年 「製造原価計算準則」商工省財務管理 委員会"t－

昭和14年 「陸軍軍 需品工場事業場原価計算要綱 」陸軍省 一'1

昭和15年 「海軍軍 需品工場事業場原価計算準則」海軍省

・'昭和17年 「原価計算規則」陸軍省
,海 軍省":'s

昭和17年 「製造工 業原価計算要綱」企画院

各原価計算基準 が公布 される以前 に は,体 系的な原価計算 システムは こ ぐ少数の大 企業の

みに存在 し,中 小企業 や小規模 の町工場では保有 されていなか った と考 え られ る。 やがて,戦

争べめ道 を突 き進 むなか で,'陸 海軍 は安 価で,〉しか も安定 的に軍需物 資を調達 す る目的めた

あに.軍 需工場 や協力工場め統制 に乗 り出 した。:この方策 あ一環 と して,軍 需工場 向けの原

価計算基準 が作成 されだので ある。'こう した軍需工場 向けの原価計算基準 はジ'それまで 「ど

んぶ り勘定」 であ った中小企業の原価計算実務 を体系的 な ものへ と展開 させ た。

昭和13年1こ 国家総動員法が施行 され ると,・{とれに基づいそ軍需品工場検査令 が発布 され,各

軍需品工場 は原価計算 を実施せ ざるを得 な くな った。 そ して,軍 需工 場が準拠すべ き原価計

算手続 き として.陸 軍 は昭和14年 に 「陸軍軍需品工場事業場原価計算要綱」,海 軍 は昭和15年

に 「海軍 軍需品工場事業場 原価計算準則」Lをそれ ぞれ制定 した6当 時 ,こ う した要綱,準 則

に基 づ く原価 計算 実務の普 及には陸軍,海 軍 ,・日本原価計算協会'(現 在 の産業経理 協会の前

身 がな どが大 きな役割 を果 た した』す なわ ち,軍 蔀 と民間団体が一・致協力 して原価計算 実務

め普及 に努めたのである{・)le;.s:・d'、.:}tt'1

}や がて;昭 和17年 に 「製造工業原価計算要綱 」が企画院1ごよ'
oて 公布 され る と,軍 需工場

以外め多 くの 一般民間工場 においで も原価計算を実施す る旨力{徹底 され た。 さらヒ,「 製造工

業原価計算要綱」 はい わゆる統一原価計算制度 であ り,こ れ た基づ いて各業種別 に原価計算

準則が制定 された(η 。政府 は物価統制 のために,陸 軍,海 軍 ほ軍需物資あ有利 な調弁めため

に,ど もに精緻な原価計算 を必 要とした。・こ うして原 価計算実務 はv昭 和14年 頃が ら15年 頃

に軍需民間工場,・昭和17年 頃から終戦 までの間に一般民間工場ぺ と普及 しそい らたのである ㈲;

^

1'、1』 ・:1・

lll・資 料 の 概 要"

本論文において,陸 軍経理局の歴史的変遷を論述するたあたって,基 幹をな した資料ぽ陸

上幕僚監部会計課r予 算会計制度吏』である。残念なことに〉私の入手 しk資 料iこ1ま発行所二

発行年月 日を記 した部分が欠落 していた。旧日本陸軍における経理が陸上幕僚監部会計課 に

よつてかなり詳細に説明されているδ干予算会計制度吏」は一般の出版物でほばいとヒうから,

稀観本と考えられ,陸 軍の経理規定を明 ちがたず る資料ど して高い価値がある`と判断這きる。
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「予算会計制度史 』の 目次 は下記 の とお、りであ り,そ れ{ま陸軍 の組織 的側 面を中心 と して,

陸軍の会計制度(陸 軍の経理組織 制度の分析)が 全450ページにわtgpて 詳細に論 じられて

い る。1.・li・tI…:t.i'11:

目次 、 一,、`;.…;L

第1章 会計経理 の編制 組織 の変遷 ぺ p.:tE・,,、 、;"

第2章 会計経理制度..、;㍉.・

第3章 調達契約制度 、..、r'i

第4章 給与制度

第5章 会計経理 の監 督制度,.L[・iic

この資料t‡ 「陸軍 にいかな る会計制度が存在 していたのか」・,またそれが 「いかに機 能 して

いた力其
,を考察 してい ぐため には格好 の資料 であ ると思 われ る。本論 文のWで は・陸 軍 の経

理組織 の成 り立 ちを考察 す 多ため に.お もにこの資料 の第1章 を参照 した。

IV陸 軍!Fお け る会 計 組 織 の 変 遷(明 治 元 年 か ら 昭 和12年 ま で の 展 開)・ ll

陸軍 における会 計組織の 中心 は陸軍経理 局 にあ ったの で・陸軍経理 局 の果 た した役 割 を論

じるため には,1陸 軍組織 それ 自体 の歴史 も看過す ることはできない。明治元年 か ら昭和12年

末、でにr㌧陸軍 の会計 経理組織が いかに形作 られて きたか について考察 を進 めてGき たい。

陸軍組織Q始 まり、は明治元年 に遡 るこ とができ る。 明治元年(1868)1月17日 に,明 治政府

の管制 であ る7科 の職制 の うちの一つ と して,軍 事 管掌 を専務 とす る中央機 関 と して海陸軍 科

が設 け られ た。、しか し,1カ 月 も経過 しないうちに..同 年2月3日 ・には7科 の職制が8局 の制

度 に改革 され・海 陸軍科 は軍功事務 局 に改称 され た。 同年4月25日 には 軍防事務局 に下 に陸

軍 局が新設 され・ここに陸軍専 門の軍事管掌機関が成立 した。 さらに・8局 の管制 は改革 され・

7官 の$llESと な り軍 防事務 局は軍 務官 とな った。 ,,i、..1,.㍉ ・,1ド 、Lt

明 治2年q869)7月8日,7官 の制度 は2官6省 に改め られVL軍 務官{ま兵部省 とな つた。 毛

して,同 年8月 には 兵部省内 に兵学寮,武 庫司,会 計 司,糺 問 司の1療:3司 が設け られ た。←こ

こに,軍 隊(海 軍 と陸軍 はまだ未 分化)に おける会計担 当部署 が会計司 と して誕生 した`旬 。

明治4年(1871)7月,兵 部省第57号 兵部省職 員令 にお いて陸海軍 の専 掌の分立が明確 化

され,兵 部 省内 に陸軍部.海 軍部 が設 置 され た。 これによ り,以 後の軍事管掌 中央機 関 の原

型 力『形 作 られた。兵部省第57号 兵部省 陸軍部内条例書 の兵部省 陸軍条例:によ れば,陸 軍 は下

記 の5局.tF・1っ て構成 されて9・た('o)。 、 、,∵.、111..1

明 治4年 の陸軍組織 、.・.,:、 ㍉ ∴.、 、 ・ ■・t"'

t第1局(秘 史)1書 類 の受領 ・・分遣 並び に金額 の勘査 を司 る事1㌧1,、,、 ・

第2局(軍 務)陸 軍人別 の調 べ並 び に軍事 に洩 る諸務 を司 る事,t-1.t・ 、
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第3局(砲 兵)銃 砲,鋳 造 並 びに砲兵 に関す る諸務 を司 る事

第4局(築 造兵)城 壁並 び に築造兵 に関 す る諸 務 を司 る事

第5局(会 計)金 穀 度支,勘 査,被 服,糧 食,`住 居 等 の経理 を司 る事

会計 局の職務 は金穀度 支.勘 査,被 服,糧 食,'住 居等 の経 理 を 司 る事 で あ り,局 長,会 計

監 督長,監 督1等,2等,3等,陣 営 使,被 服使 な どが置 かれ た。 そ して,各 監督 らは次 の3

つ の係 に就い た 田 ㌔

1記 注 点検 掛 大蔵 省,そ の他 よ り受 納 の金 穀 を蔵 し,入 納 を監 査 し,大 根並 び

に1分 隊区分 の諸 簿 を記 注す る。4:t

2金 穀軍 橋 掛 省 内,陸 軍官 員 の官 録,諸 兵 団,軍 隊の給 金1度 支供給 並 び に積 金 の

引 除,退 職 料,入 金並 び に水陸運 輸 を担 当す る。+

3被 服.住 居,人 別,馬 匹掛 武 庫司 の交受,諸 団体 陣営 の普 請修復tt被 服,・軍 器の

配分,馬 匹 の買 い入 れ,引 替,藁 秣∫麦豆 の皮 分,獄 金

の供給並 びに会計 局人 別拝 除等一 切 の事 にがか わ る。

明治4年(1871)7月 め兵 部省職 員令 で は.専 門計理 官 な どの官 を定 め,監 督:録 な どめ諸

官 を設 けて会計 局 お よび鎮台 の業務 を執 らせ だ;∵ ・.〉 ・ ぐ ・一 ぐ パ,

明治5年(1872)2月27日,兵 部省 が廃止 され,2角28日 に大政 官連 索62号 め布 告 た よ6そ

陸軍 省 が設置 され た(組 織 構成 は兵 部省 陸軍部 をその まま引 き継 いだ)。・同年10月 ,会 計 局 に

陣営備 品 の調達 お よび陣営 の修繕 の ため の陣営掛 が設 け られた。 ㌦'

明治6年(1873)3月12日t.大 政官 建 策113号 の布告 によ り,陸 軍省職 制 な らび に陸軍 省 条

例 が設定 され,兵 部 省 が ら引 き継 いだ機構 が改組 され た。 同年4月1日,陸 軍省 条例(陸 軍省

第84号 に よ り通 達 され た)に よ る と,陸 軍 省 の組織構 成 は次 の とお りで あ る`12}。 ‖

明治6年 にお け る陸軍 省 の組織 ・ 卜'・

卿 官房 「陸軍省 へ到 着 した る公文書読 開封,受 領,日 記記 注並 び に送達 め事 」

第1局 「通 報 ・軍務 ・庶務 」 、 ⇒1'

第2局 「歩 兵 ・騎兵 」`

第3局 「砲兵 」

第4局 「工兵 」

第5局 「監督 部 ・軍 吏部会 計事務 」

第6局 「測量地 図,絵 画彫 刻,兵 史並 び兵家 政誌蒐集 」(陸 軍 文庫 であ り,'後 に参 謀 局 か

、とな った)一':'・ 褒 ‥..

第7局 「北 海道兵 備 」(軍 条 例 によ り未 設置)'.∴'・'sい

設置 された7局 の うち,第5局 が会計 部門 であ り,次 のよ うに組 織 は編 成 されて い た(明 治

6年3月24日 大政 官達第113号)・1!s'。 ∵∴'"・"1∴ ・tq-∴



明治6年 における会計組織

局長

副長

次長

第1課(糧 食 ・薪炭)

第2課(被 服 ・陣営諸員)

第3諌(病 院 ・腐 草)

第4課(官 録 ・給料)

第5課 、(証書 ・例 規)

第6課(清 算 ・照会)

第一7課(材 料 ・清算)

第8課'(経 費料 ・退職 料)

第9課(省 内経 費)・

一 経 理 知 識一

監督長

監督]

'1等 副監督

課長

〃

ノ'

〃

〃'

〃

〃

〃

",

」明治6年(1873)5月,陸 軍武 官k等 表(明 治6年5月8日 大政官達 第154号)に おいては会

計部の名称が使 われ,副 監督,司 契,軍 吏が新設 された。同年7月 には鎮台条例,8月 には在

外会計部大綱条例.(明 治6年8月8日 陸軍 省第313号 付録4)が それ ぞれ定 め られ た。 在外会

計部大綱条例 は各部 隊に おける経理勤務 の準拠 とな った。在 外 会計部大綱条例 によれば,陸

軍会計部 は監督,司 契,糧 食,被 服,病 院の5課 に分 けられた。1";t

明治7年(1874)2月 に鎮 台職 官表(明 治7年2月2日 陸軍省第46号).が 定 あ られ.・このと き

初 めで軍 隊 に経理 官 を付属 す る制 度 が実施 され た。 鎮台 会計部 の組織 は次 の とお りで あ っ

た(14)。 、崎

鎮台 会計部の組織(明 治7年2月)・,'・,

1派 出監 督課

2司 契課 、 ・ ㌔∵・ ・1

3糧 食 ・薪炭課'`

4被 服 ・陣営課

5病 院課'』

6兵 隊付属軍吏'己

t明治8年(1875)12月,陸 軍職制章 程(明 治8年ll月25日 大政 官達 第1号)の 制 定 によ って,

会計部 の職務が明確化 され た。 会計部 任務 に関す る規定 は,次 の とお りである(15'。

「会計 部ぽ陸軍会計 経理 の事務 を掌 り,近 衛,鎮 台,営 所,そ の他 陸軍 に属す る諸 庁

舎 に各派出 し,す べ て監督 長が統 率す る。」 ㌧Ii:,...、,ttV、 ㍉ ∴・1

また,会 計部 は次 のよ うに分課 され,そ の任務が与 え られてい た""}'。㌍、;"い;

会計部 の組織(明 治8年12月),
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監督課 諸軍 管内 を巡行 し,経 費,消 耗 品を検 し,冗 費 を省 き,差 違 を監視 す る。

司契課 契 券 を下 し,銀 両を支給 す る。`、`

糧 食課.糧 食.薪 炭 の支給 をす る。

被 服課 被服,陣 営具 の支給 をす る。

病 院課 病 院,陣 中病院等 の業務 を掌 る。 「

囚 獄課 囚獄 の業 務 を掌 る。

明治12年(1879)10月,陸 軍職制 く明治12年10月IO日 大政官達第39号),陸 軍省条例(明 治12

年10月 工0日陸軍省達 乙第72号),陸 軍会計部条例(明 治12年10月10日 陸軍省達乙第77号)が そ

れ ぞれ制 定 され,こ れ に よ り陸軍 の諸制 度 も整 い始めた。下記 の組織 は,陸 軍 省各局 と会計

局を示 してい る 《川 。

陸軍省 各局の職務(明 治12年10月)

官房 卿 の事を 視 る所 に して一切 の文書皆此 に於 て受付す。

総務 局 庶務,徴 兵並 び に制 規の事 を掌 る。

人員局 将官,参 謀,歩 兵,騎 兵,憲 兵,軽 重 兵の各科 及び馬 匹部,軍 楽部 の人員調

査 の事 を掌 る。

砲 兵局 砲兵材 料 の算定並 びに人員調査の事 を掌 る。

工 兵局 工兵材料 の算 定並 びに人員調査の事を掌 る。

会計 局 ・陸軍一切の会計供 給の事務 を総括及 び会計部,軍 医部の人員調査の事を掌 る。

そ して,陸 軍会計 の諸 機関 は下記 のよ うな4つ の部門 に分 け られ た"ep。

陸軍会計 局の諸機関(明 治12年10月)・ ・'∴ ・ 一!

会計本部 近衛,鎮 台,官 庁,隊 属 の各会 計部 を統括 す る。:,・ 之'

近衛鎮 台会計都 草管 区内に おけ る一切 の会計事務 を指揮 監査す る。 、

官庁会計部 近衛鎮台以外の陸軍各官庁 にお ける一切 の会計事務 を指揮監査す る。

隊属会計部 各隊 におけ る一切 の会計事務 を指揮監査する 。・

陸軍省 は上 記の ように構成 され,会 計局 は 「陸軍一切 の会計供給の事務を総括 及 び会 計部,

軍医部 の人員調査 の事 を掌 る」`川 と性格づ けられた。 したが って,陸 軍 の会計は会計 局に よ

って 司 られ,会 計局は会計本部,近 衛鎮台会計部,官 庁会計部,隊 属会計部 の4部 に分け られ

た。 しか し,会 計 本部 と他の部 とは並 列関係で はな く,会 計本部 は陸軍卿 の直 轄であ り,そ

れは各部を統 括 し陸軍 の会計事務を監督 した。 またジ各部の要員は会計本部 よ り派遣 され,陸

軍 会計部条例 によって,会 計官 の職務,任 務(事 務 職領域)が 下記 の とお り決め られた 〔2?}。

会計官 の職 務(明 治12年10月)L・

、監督 会計業務 の指揮 お よび金銭,物 品の監査

軍吏!計 算,出 納,点 檎 照 会,物 品 の調理te"L:,

",'書 記 軍 吏の指揮 を受 け諸文 書め記録 .E….'ft
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卒 糧秣 の授受,倉 庫監守,炊 事,囚 人警護]

明治17年(1884)11月 発令の陸軍省条例 によ って,明 治6年3月 の陸軍省条例 に基づ いて編成

され た組織 が改革 された。既存 の会計 局各課 の統合,廃 止,改 称 が行 われ,会 計局 の新 しい

課 と して出納 課,服 庫課,恩 給課,検 査部 の3課1部 が増設 され た。 明治17年11月 におけ る陸

軍省 会計局 の組織 は下記 の とお りであ った 伽 ㌔

陸軍 省会計 局の組織(明 治17年11月)

局長 監 督長

副長 ・監督 ・ ㌔ 、'・ 、 ㍉ パ

次 長.1等 副監督'一

庶務課 課 長

計 算諜 〃

糧食課'"'

被服課 〃'

出納課'〃

服庫課 〃

恩給課 〃 ・1

検査部 〃

.明 治18年(1885)12月22日,太 政官制 は廃止 され(大 政官達 第69号),1内 閣制度が発足 し陸軍

省官制(明 治19年2月26日 勅令第2号)が 制定 された。明治12年10月 に定 め られた陸軍卿官 房

が大 臣官 房 とな り,人 員局が廃止 された。 そ して,新 た に騎 兵局 ∴医務 局が増設 され た。結

果 と して,会 計局 は7課1部 が4課 に統合 された`22)。 ・.・ ・'i

陸軍省官 制 による組 織 く明治19年2月)

大 臣官房,.,

総務 局,騎 兵 局,砲 兵局,工 兵局,会 計局,医 務 局

会計局'昌 』 埠 一

第1課 監督部,軍 吏部人員 に関 す る事 項等t

第2課 糧食の 予算 調査 に関 す る事項等',f

第3課 被服給与 に関す る事項 等"

第4課 軍用地,陣 営 具 に関 す る事項 等

明治23年(1890)3月27日,陸 軍 司計部条 例(明 治23年3月27日 勅 令第57号),陸 軍 経営部条

例(明 治23年3月27日 勅令第59号)が それぞれ制定 され,こ れ によ り陸軍司計部 と陸軍経営部

が設 置 され た。 前者 の陸軍 司計部 は 「東京及 び各地師団監督 部所在地 に置 き.そ れぞれ陸軍

中央 司計部,某 地 陸軍 司計部 と称 し,陸 軍経 費の計算 及び報告 を掌 る」・倒 と任務 が明確 にさ

れ てお り,陸 軍 中央 司計部,某 地 陸軍 司計部 は主 官,計 算官,'下 士 か ら編成 され てい る。他
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方,後 者 の陸軍経 営部 は 「陸 軍所属の陣営,庁 舎,倉 庫並 び に地所 を管理 し,建 築修繕を担

当 し,か つ営繕 にか かるすべ てを経理 す る(た だ し,砲 兵.工 兵 に属す る ものを除 く)'」`24)

と任務 が明確 化 され てお り∴主 官,計 算官,建 築官か らな る。 ∵

勅 令第51号(明 治23年3月27日)に お ける改正 によ り:従 来の1房6局 の うち,総 務部,騎

兵 局.'砲 兵局,工 兵 局の業務 が大臣官 房,軍 務局 の各局 に統合 され,'1房3局(大 臣官房;軍

務局,会 計局,医 務 局)と な った。 さ らに,会 計局 は4課 の うち第2課'(糧 秣 関係),第'3課

(被 服 関係)の2課 が統 合 され3課 制 どな つた 〔z・Si。 ・`

陸軍省 の組織(明 治23年3月)・'・'t`

・大 臣官房 人事課
,副 官1秘 書 官 ・Lt・ ・'・

軍務 局'第"1軍 事課(編 制),第2軍 事 課(徴 兵),馬 政課,'砲 兵事 務課,工 兵事務課、

tt獣 医課','"E

会計 局 ・ 第1課(監 督),第2課(糧 秣.被 服),第3課(軍 用地,建 物)

医務 局 第1課.第2課"、'1∵ ㌔

バ'法 官 部".'…

明治24年U891)7月24日,勅 令第90号 によ り会計局 は経理 局に名称が変更 された。 こ一に,

陸軍経理局 が誕生 した。 、

明治33年(1900)5月,L陸 軍 省官制改正{(明 治33年5月19日 勅令第193号)'に よ り,大 臣官 房

が廃止 にな り,総 務局,・人事局が増設 にな り法 官部 が法務 局 に昇格 した。'そして1旧 会計局

の第2課 は再 び分課 され,被 服課 と糧秣課 に分 け られ た。陸軍省の詳細 な組織 は,1次 の とお り

であ る{26㌔

陸軍 省 の組 織(明 治33年5月)idtt'

総務 局 機密課,庶 務 課

人事 局 補任課馴恩 賞課

軍務 局 軍事 課ご歩 兵課,騎 兵 課,・砲兵課,冶工 兵課,獣 医課'∴

経理 局 主 計課,被 服課,糧 秣 課,建 築課'

医務局 医事 課,衛 生課"."㌦

法務局`一'、

経理 局 について さ らに詳細 を見 てい くと,経 理局 は下 記の よ うに構 成 され,並 記 の ような

任務 を持 ってい る`21)。 ・",

経理 局の組織(明 治33年5月)

・主 計課 陸軍総予 算,決 算,・報 告及 び動員計画 にかか る予算編集,諸 給 料及 び会計規

,… 定 の審査,監 督部,軍 吏の勤務,金 銭 にかか る出納官吏,経 理学校 に関す る事

∵項1' -1∴ ・'t、.・t,・ll'・ パ ・い'・パ

㌦ 被 服課 ・被服石切 め経 理.'被 服給与 の規 定及び検査.t馬 匹手 入具,t被 服廠及 び千 住製
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絨 所 に関す る事項"・_・ ト,,,

糧秣 課 平時 お よび戦時 の糧秣,諸 給与,野 戦軍 の給養準備,監 督部 の野戦給養勤務

の規定,糧 秣,馬 匹にかか る給与,戦 用炊具,'中 央糧秣廠 に関す る事 項

建築課 陸軍 用地 お よび諸建 築,物 品会計官吏,官 有財産 に関す る事項 ・

師団経 理部 条例(明 治35年1月291ヨ 勅令第18号),陸 軍監督部 条例(明 治35年1月29日 勅 令

第19号),陸 軍 会計監督 部条例(明 治36年11月30勅 令第199号)が それ ぞれ制定 された。.師団

経理 部は 「師団 にか かる会計経 理一切の事 を管掌 し師団 内密部隊 の会計事務 を監督す る」(鍋

とされ,陸 軍監督部 は 「東京 に置 き陸軍各部 の会計経理 を監督す る」・{鋤 と され た。 、

明治41年(1908)3月 か ら12月 の間 に,陸 軍経理部条 例制定,お よび陸軍 省改革 が行 わ

れた。陸軍省官制 改正(明 治41年12月18日 勅令第314号)に よ り,総 務局 が廃 止 にな り,再 び

大 臣官 房が設置 され た。 なお,経 理 局は主 計,被 服,糧 秣,建 築の4課 か ら主計,衣 糧,建 築

の3課 にな っlk。 、,..,・

大正5年(1916)3月 に,陸 軍 東京経理部 令(大 正5年3月31日 勅 令第59号)が 制定 された。

これ によれば,陸 軍 東京 経理部 は 「陸軍 全般の会計経理 の監査 に関す る事項,陸 軍経 理部 管

轄外 陸軍部 隊の会計事務 の監督 に関す る事項,第1師 管内 における陸軍所属の土地 建物 の経 営

に関す る事 項」 ⑭ を受 け持 つ。 日 、

大正13年(1924)12月20日,陸 軍 省官制改正(大 正13年12月20日 勅令第337号)に よ り,経 理

局 に監査課 が増設 され た。監査課 は以 後大 きな役割 を果 たす ことにな り,次 の よ うな職務 を

有 してい た(鋤 。

1会 計監査 に関 す る事項

2陸 軍経理 部管轄 外 陸軍部 隊 の会計 事務 の監 督 に関 す る事項,、 ・:

3歳 入徴収 報告 及 び支 出報告 に関す る事 項

4諸 給与 及 び経理 規定 の審査 に関す る事項

昭和12年(1937)9月,臨 時陸軍東京経理 部令(昭 和12年9月2日 勅 令第471号)が 発令 され,臨

時 陸軍東京経理 部 の お もな任務 は 「臨時陸軍経 費 にかか る,収 入,支 出,出 納 及 び これ らに

関す る計算報 告並 び に臨時陸軍経 費支弁 にかか る陣中事 務用品,酒 保品,建 築材料 の購買,貯

蔵 及 び補給 を掌 る」{32}と 規定 され ていた。

V陸 軍省経理局の監査活動

fWに おいて は
,陸 軍 に おける会計 担 当の部署 がいかに形作 られて きたを瞥見 して きた。す

なわ ち,陸 軍組織 の変遷 を通 じて,陸 軍経理 局の成 り立 ちを明 らか に して きたの であ る。 陸

軍経 理局 の原型 は明治末 期 に,お よその形態 は大正末期 にで きあが った(そ の後,終 戦 まで

改革 が行 われたが)。 い わば,、rvに おいて陸軍 では経理 局が会計担 当部署 と して,、その任務 を
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担 当 した ことを明示 した。Vに お いて は。陸軍 がい か に各軍需工 場 を監督 したか につ いて考

察 を進 め てい きたい。

陸軍で は安 定的 に軍需 品 を調達(軍 需調達)す るため に,軍 需品工場 を監督 した。 この任

務を会計 面か ら遂 行す るため に,陸 軍省経理 局が公布 した各種 の要綱,要 領 は下 記の とお り

で ある`33㌔t{1

昭和13年1月 「陸軍 軍需監 督官 令」'L・

昭 和13年2月 「軍需 品工場 ノ監 督二関 スル件 」

昭 和14年10月 「軍需 品工場事 業場検査 令」

昭和14年10月 「軍 需品工場 事業場 検査令施行 規則」'

昭和14年10月 「陸軍 軍需 品工場事 業場原価計算 要綱 」

昭和15年5月 「陸軍 経理 及 ビ原 価 二関 スル報告書 類徴収 要領 」

昭和15年6月 「会 計監査 報告要 領」 ・t

昭和16年4月 「陸軍適正 利潤率 算定要領 」

昭和16年6月 「陸軍軍需 工業経 営比較要綱 」

昭和16年6月 「陸軍軍 需品工場 標準原 価計算要綱 」

昭和16年6月 「陸軍軍需 工業 財務 比較 要綱 」

昭和16年6月 「陸軍軍需 工業予 算統制 要綱 」

陸軍省経理局 は軍需品工場 を統 制す るため に,昭 和13年1月 「陸軍軍需監 督官令 」,昭 和13

年2月 「軍 需品工 場 ノ監督二関 スル件」をそれ ぞれ発布 した。 これ は陸軍が軍需 品工場 との契

約 を行 うときには,監 督官,会 計監査 官,監 督官補,会 計監督官 補を 置き.監 督業務 を実施

すべ き ことを規定 して いた○結 局,・「陸軍 軍需監督官 令」 や 「軍 需品工場 ノ監督 二関 スル件」

は経理局 が民間軍 需工場 との契約,そ してその遂 行 に際 して は監 督を行 うことを主 旨と して

い た。 さらに.昭 和13年4月 「国家総動 員法」の第19条,31条 に基 づい て,昭 和14年10月 「軍

需品工場事業場検 査 令」..および昭和14ff10月 「軍需 品工場事 業場検査令 施行規則」が それぞ

れ公布 され た。 そ して,「 軍需 品工場事業場検 査令施行規則」の第1条 に基づ いて,「 陸軍軍需

品工場事業場原 価計算要綱」(昭 和14年10月)が 制 定 され,陸 軍 はこれ に準拠 して原価計算 を

実施す べ き ことを命 じた。 この要綱 の 目的は,適 正 な調弁価格 の設定 にあ った。'

陸海軍 において は,軍 需 品の調達 は きわめ て大 きな問題 で あ った。 陸軍 はいか な る調達契

約 制度 を持 ってい たのだろ うか。軍 需調達 とは 「陸軍 に必要 な諸物 品,土 地,建 物 及 び労 力

等 を適当 な時期及 び場所 に準備 す る一切 の事 をい う」・`謝と定 義す るこ とができる。 軍需 品 の

調達は必要量 が毎年 おおむね一定 であ り,か つ所要量 が大 きい ことが特徴 である。 さらに,軍

需調達 は軍 の需要 を満 たす こ とが最 も大 切で ある♂他 面にお いては,軍 需調達 は会計 法規 に

準拠 し公正 な処理 をす る ことによ って,最 も経 済的 に実施 す る ことが で きる。',・

軍需 調達 は次 の よ うな留 意点 があ る`15㌔ ㌧ ・.1td
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1軍 需品を民需品と調和させると共 に,民 需品を軍需品に接近 させるよう指導奨励す

ること。

ll2民 業の発達 を奨励 す る こと
。,1,,.,・'

3予 備品 を準備 ・貯蔵 し需要 と供給 力 との調 節 をはか る こ と

4調 達時 期及 び調達数量 を適 切 にす る こと。

5現 地 物 資の利 用 に努 め るこ と。 ・

6生 産者 か ら直接 供給 させ るよ うに努 める こと。 ・

7物 資 ・物 価調査 を適 切 にす るこ と。`・.'・

陸軍で は,軍 需 品を部 外工 場 で製造 した り,修 理 した りず る場合,必 要 に応 じて立場 監督

を行 った。 これ は契 約 に関す る諸 事項 を監督 す る職 員,シすな わ ち監督 官,会 計監督 官 を派遣

す るこ とによ って実施 した6監 督 官 は次 のよ うな業務 に従事 す る(36}。L

1軍 需 品 の製 造修理 に関す る作業 の指導 及 び監 督",、i

2軍 需 品の納 入検査``、,

3軍 需品 及び工場 の軍事 上 の秘密 保持 に関す る監督

4軍 需品 の製 造 及び修理 に関す る工場 設備 の研究 及び指 導

5軍 需品 の製 造 及び修理 に関す る原価 技術上 よ りす る調 査研究'・:・ 、

6工 場 の経営 に関す る技術 上 の調 査 及 び監督

また1会 計監 督官 は次 の ような業 務 を遂 行 してい た(37}。 ∴,、'.L、

tt ,1軍 需 品の製 造 及 び修理 に関す る原価 調査 及 び原価 の経 理上 よ りす る調査研 究

2工 場 の経営 に関す る経理 上 の調査 及 び監督 、・;'

監督官 や会計 監督官 は陸軍航 空本部,陸 軍 兵器 廠,陸 軍運輸部,陸 軍被 服廠,陸 軍 糧秣廠,

陸 軍製絨 廠,衛 生 材料廠 等 に も置かれ た。

陸軍で は安価 で,良 質 な軍 需品 を調達 す るため に,内 部監査制度 を用いた。:したが って;陸

軍 の 内部 監査制度 を検討 す ることで.陸 軍 が軍需工 場 をいか に監督 したかを知 る こ とが で き

る。工場 内部監査 制度 の参考 に よれば,内 部 監査 は 「経 営内部 の一 定 の責 任者 に よ りて施 行

せ らるる自己監査 を言 う」 鍋 と定義 され,目 的は 「常 時 自己監査 の方法 に依 り会 計上 め不正

錯誤 を予 防 し経 営の組織,業 績 に対 す る 自己批 判を遂 行 し以 て経営 の改善 に資す る と共 「外

部監査 に協 力す るを 目的 とす」(③ と定 め られてい る。 、

軍需 品を生産す る際の重要な要 件 とは,安 価,安 定,良 質 であ る。 これ を達成 す るため に,

陸軍 で は工 場 に監督 官 や会 計監 督官 を派 遣 し,外 部 より監査 を行 い指導教 育 を行 った。他 方

で,陸 軍 は工場 自身 に よ る経営努 力 を求 め,内 部監査 とい う形 で組 織面,能 率面,経 理 面か

ら各軍需工 場 におけ る監査要点 を提示 じた。 工場の 内部監査 は組織 監査,能 率 監査,・経理 監

査 の3つ に分 ける ことが できる。 これが工場 内部 監査 の基本 となる3つ の要素 であ り,監 査 は

組 織,能 率,経 理を対 象 と した"o}01・:"}'、 、 、・
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まず,組 織監査は労務監査,人 事監査,制 度監査に細分 される。労務監査は労務に関す る

適切性を組織面か ら評価す る。たとえば,こ れ は各経営部門に労働力が うま く配分 されてい

るかどうか,権 限と責任のバランスはどうかなどを検討する。人事監査は人員が うま く活 用

されているかを評価する。 したが って,各 経営部門における担当業務の繁閑バラ ンズ,勤 惰

能率など執務め良否が監査の対象となる。制度監査ついては、さらに5つ に細分す ることがで

きる。す なわち,工 場管理組織監査ピ会計管理組織監査,㌔購買および販売管理組織監査,賃

金制度,・福利および安全施設監査である。工場管理組織監査は,工 程管理の適否;工 具管理

の適否:材 料管理の適否を判定することを目的 とし,会 計管理組織監査 は原価計算制度の適

否,予 算統制制度の適否輌標準原価計算制度の適否;内 部照査組織の適否,勘 定組織 および

帳簿組織 の適否を検討する。 さらた,・購買および販売管理組織監査は購買管理の適否,販 売

管理の適否を評価 し,賃 金制度,'福 利 おまび安全施設監査は賃金制度の適否,福 利および安

全施設の適否を検討する。・

第2・に.能 率監査は工場における能率の良否を判定 し,財 務能率監査,経 営能率監査,原 価

能率監査の3つ に分類することができるも'財務能率監査 は資本構成iE>比較,資 産構成あ比較

流動性の比較,費 用 ・収益構成の比較,'予 算実際め比較の各項 目か ら構成 され竜いる。 これ

らの うち,資 本構成の比較,資 産構成の比較,流 動性の比較,費 用 ・収益構成の比較 は 「陸

軍軍需工業財務比較要綱」(昭和16年6月)に 準拠 して行われたごまた,予 算実際の比較ほ 「陸

軍軍需工業予算統制要綱」(昭和16年6月)に 基づいた。経営能率監査は収益率の比較,`回 転

率の比較,操 業率の比較から成 り;f陸 軍軍需工業経営比較要綱」(昭和16年6月)に 依拠 した。

原価能率監査は材料能率の比較,労 務費能率の比較,経 費能率の比較,製 品原価能率 の比較

をお もな内容 としてお り,「陸軍軍需工業経営比較要綱」に基づいた。

最後に,経 理監査は財務監査、原価監査1こ分類 され,p財 務監査は 「陸軍軍需工業財務監査

要綱」,原価監査は 「陸軍軍需品工場原価監査要綱」にそれぞれ依拠 した。財務監査は中間財

務監査 決算財務監査から構成 される6中 間財務監査 ぽ月次 または中間貸借対照表監査;月

次損益計算書監査を含み,決 算財務監査は貸借対照表監査,損 益計算書監査か ら構成 され る;

また,原 価監査は製造原価監査 と製品原価監査か らなる6前 者は材料費監査i－労務費監査,1経

費監査,部 門費監査,後 者は販売費iおよび一般管理費監査か らそれぞれ構成きれ る。1:',

こめようにゴ工場の内部監査 は細部にまでおよんだ6・その範囲は経営管理,人 事管m里i原

価管理㌧財務管理;・資材管理 などを包含する。陸軍省経理局監査課 は各経理部管轄以外の陸

軍部隊における会計事務の監督,陸 軍全般の会計経理 を検査する役割を持 っていた。
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Vlお わ り に

、/・/,、1'1,、
、.,・ 、 ご.、,・+・ ・".・1

明治初期 頃,政 府 は軍 用金 を中央 集権化す るた めに,専 門経 理官 を各鎮 台 に派遣 し,会 計

業 務 を担 当 させ た。 しか し,当 時の会計 は軍組織 それ 自体 が未整備 であ ったため,会 計業務

は もとよ り諸雑務 を処理 していた。 明治5年 に陸軍省 が設置 されてか らは,・組織 の拡充 が計 ら

れ.そ れ に伴い以後 さま ざまな改革 が陸軍 の組 織 それ 自体 お よび会計 組織 に加 え られ た。 と

ぐ{こジ明治維 新 後の建軍 以来,t会 計 業務 は陸軍 の各部署 で個 々・に実施 されて きたが,明 治i2

年10月1に は きわめて大 きな改革 が行 われた。つ ま り,明 治12年IQ月 に制 定・された陸軍職制,陸

軍 省条例 ゴ陸軍会計部 条例 によ って,陸 軍 の会計業務 は会計 業務組織 の なかで統「 的 に実 施

され るに至 っ,た。 明治12年 の陸軍 会計部 条例 が制定 され ることによ って,会 計 の基 礎 は次 第

ド整 ってい?た 。.しか し,依 然 と して業務 お よび組織 と して は未 分化で あ り,,,作戦,、人事以

外 の業務 をす べて会 計係 が処理 していた。現 在 の会計 業務 は限定 的で あ り金銭 にかか 力 るこ

とのみを取 り扱 うのであ る坑 明治 の初期 におい てはカ・な り広範 囲な業務を こな して いた。,陸

軍会計部 条例 に基 づい て構 築 され た組織 は,、これ以 降の陸軍経理 部組織 の原 型 とな ったか こ

う して,昭 和1孝年 まで に陸軍 省経理局 の基本形 が完 成 したの であ る。 t.、/s:/、

a
:やがて,国 家総動 員法'(昭 和13年3月)が 施行 され,こ れ に基づ いて 「軍 需品工場事 業場 検

査令⊥(昭 和14年10月),お よび －r軍需品工場事業場検査 令施 行規 則」(昭 和14年10月)、 が それ

ぞれ 公布 されtc。 この第1条 に基 づいて 「陸軍軍需 品工場事業場原価計算要綱 」,(昭和14年10

月)、が制 定 され,各 軍需工場 は これに準 拠 して原価計 算 を実施 すべ きこ とが命 レられ た。戦

争の激化 とと もに さ らにい っそ うの軍需 工場へ の統制 が必要 とな り.内 部監 査制度 な どが導

入 された。 これは工場 をあ らゆ る側面 か ら管理 して い こう とい うシステムであ り,こ れ によ

って工場 において生産管理,品 質管理 原価管理な どの思考 ができあが つたと考え られ る。戦

後,各 工 場 は軍 部か ら戦 時中 に押 しつ け られ た内部 監査制度 を 自力で展 開 させ,や が て それ

を現 在世 界 に も類を見 ない優 秀 な工場 管理 システ ムへ と発展 させて い ったので はないだ ろ う

か 。
`:∵.一 、-・'.1.

本論文 で は,最 初 に陸軍組織 と経理担 当部署 の成 り立 ちを歴 史的 に瞥見 し,次 いで軍 需工

場 に対す る陸軍 の内部監査制 度 を紹介 した。 だが,今 回 は必要 な部分 の資料 不足か ら,制 度

の側 面か らの検 討のみ であ っ,た。 今後;私 たちは散逸 した戦 時中の陸海軍 関係 の資料 を収集

し,さ らに細 かい検 討 を行 うべ きであ る。 これ に よ って.い かにわが 国にお いてPt.原 価計算

実務 が戦 時 中に各工場 さ普及 したかを知 るこ とがで きょ う。

(未 完)

注

(1)原 価計算基準 とは行 うべき原価計算手続 きを明文化 したものである。
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(2)現 在,わ が国の原価計算実務がいつ,し か もどのような形で産業界に浸透 していったかに関す

る研究はあまり存在 しない。最近,私 は原価計算の実務資料を発見する度 にそれを評価す るよう

な性質の論文を公表 している。このような研究を継続 してい くことにより、ほとんど明 らかにさ

れていないわが国の原価計算の歴史が明 らかだなってい くように思える。現状の研究蓄積か らで

は,わ が国の原価計算の歴史を語 ることはできない。多 くの研究者のさらなる研究の積み重ねが

必要である。)

拙稿 「鋳物工場の原価計算」r川 口短大紀要』第10号 平成8年12月pp.71-94。

〈3)黒 澤 清稿 「日本会計発達史序説」雄松堂 昭和57年p.90。tt・'1

(4)拙 稿 「わが国の原価計算の普及に果た した日本原価計算協会の役割」『川口短大紀要』第2号

平成元年1月pp.71-94。

拙稿 「海軍工廠の原価計算」r経 理知識』第68号 平成元年6月pp.75テ92・

拙稿 「準戦時下における原価計算文献の展開」r経理知識』第72号 平成5年7月PPL75T:92。

拙稿 「戦時下における原価計算文献の展開」r川 口短大紀要』第7号 平成5年12月pp.95-

108。

(5)詳 しくは下記の拙稿を参照 されたい。

拙稿 「わが国の原価計算の普及 に果た した日本原価計算協会の役割」年表1・p.90。

(6)拙 稿 「準戦時下における原価計算文献 の展開」p.83-89。

(7)拙 稿 「戦時下における原価計算文献の展開」pp.97-98。 ・

(8)準 戦時下および戦時下 に公表 された諸原価計算基準が,実 際に各工場で実施 されたか否かはさ

らなる検討を必要 とするところである。基本的に,私 は各工場が原価計算基準に準拠 して原価を

計算す ることが法律で強制されたのであるから,'各工場で原価計算実務が行われるに至 ったと結

・論づけたのである。 しか し他面においては,実 際には実施 されたかったとする見解 もある。 これ

は制定 された原価計算基準がかなり高度であり,各 工場の原価計算担当者には簡単に理解できな

か ったとも考え られる。 したが って,原 価計算基準は絵に描いた餅であったとも言われている。

この ことも念頭に置 いて,こ の問題を議論 しなければならない。

(9)陸 上幕僚監部会計課 丁予算会計制度史』発行所発行年不明pp,1。
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r上 掲 書 』p.2。

r上 掲 書 』pp.3-5。

『上 掲 書 』p.5。

r上 掲 書 』pp.6-7。

『上 掲 書 』p.7-8。

『上 掲 書 』p.8。

「上 掲 書1p.9。
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(20).『 上 掲 書 』p,10。
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・1(22)r上 掲 書 』・pp.14-15。,.:`

一(23)r上 掲 書 』P・16。

(24)・ 『上 掲 書 』p,16。t't"・.、

(25)『 上 掲 書 』p.17。

て26)『 上 掲 書 』p,18。':

(27)r上 掲 書 』pp.18-19。

(28)r上 掲 書2P.20。..、..-tl

(29)'r上 掲 書1p.20。'q'.

(30)『 上 掲 書 』p.22e

(31)『 上 掲 書 』p,23。

(32)『 上 掲 書 』p.24。,,・s、'、t

(33)拙 稿 「準 戦 時 下 に お け る 原 価 計 算 文 献 の 展 開 」p.'78お よ びp.83。.・ ・'

(34)『 予 算 会 計 制 度 史Sp.139。

(35)『 上 掲 書 』pp.139-141。

(36)『 上 掲 書 』ppI55-156。.、"「.

^(37)『 上 掲 書 』p
.156。 、

(38).陸 軍 省 経 理 局 監 査 課 編 『工 場 内 部 監 査 制 度 の 参 考 』 発 行 年 不 明p」 。 こ の 資 料 に は 発 行 年 が 明

示 さ れ て な く,い つ 発 行 さ れ た か が わ か ら な い 。 昭 和15年 頃 か ら17年 頃 に 発 行 さ れ た も の で は な

い か と 推 定 す る 。'

(39)『 上 掲 書lP.1。 ・.

(40)r上 掲 書 』pp.1-28。1


